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規

則

■介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
三
十
五
号

介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

介
護
保
険
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
中
「
、
第
七
十
九
条
第
一
項
」
を
削
り
、
「
第
九
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百

「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

「
指
定

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

七
条
第
一
項
」
を
加
え
、

指
定
（
許
可
）
申
請
書

を

指
定

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

介
護

介
護
保
険
施
設

」

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
指
定
（
許
可
）
申
請
書

に
改
め
る
。

保
険
施
設

」

第
二
条
の
二
中
「
、
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
」
を
削
り
、
「
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
」
の
下

「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

に
「
及
び
第
百
八
条
第
一
項
」
を
加
え
、

指
定
（
許
可
）
更
新

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

介
護
保
険
施
設

「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

申
請
書

を

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
指
定
（
許
可
）
更
新
申
請
書

に
改
め
る
。

介
護
保
険
施
設

」

」

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
共
生
型
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
特
例
に
係
る
別
段
の
申
出
）

第
三
条
の
二

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
特
例
に
よ
る
指
定
を
不
要
と
す
る
旨
の
申
出
書
（
別
記
様
式
第
二
号

の
二
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
条
中
「
、
第
八
十
二
条
」
を
削
り
、
「
第
九
十
九
条
」
の
下
に
「
、
第
百
十
三
条
」
を
加
え

る
。第

六
条
の
見
出
し
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
の
下
に
「
及
び
介
護
医
療
院
」
を
加
え
、
同
条
中

「
第
九
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
七
条
第
二
項
」
を
加
え
、
「
介
護
老
人
保
健
施
設
開

「
介
護
老
人
保
健
施
設

設
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
」
を

開
設
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書

に

介
護
医
療
院

」

改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
の
下
に
「
及
び
介
護
医
療
院
」
を
加
え
、
同
条
中

「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
「
介
護
老
人
保
健
施
設

「
介
護
老
人
保
健
施
設

管
理
者
承
認
申
請
書
」
を

管
理
者
承
認
申
請
書

に
改
め
る
。

介
護
医
療
院

」

第
八
条
の
見
出
し
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
の
下
に
「
及
び
介
護
医
療
院
」
を
加
え
、
同
条
中

「
第
九
十
八
条
第
一
項
第
四
号
」
の
下
に
「
及
び
第
百
十
二
条
第
一
項
第
四
号
」
を
加
え
、
「
介
護

「
介
護
老
人
保
健
施
設

老
人
保
健
施
設
広
告
事
項
許
可
申
請
書
」
を

広
告
事
項
許
可
申
請
書

に
改

介
護
医
療
院

」

め
る
。

第
十
条
中
「
、
前
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
削
り
、
「
指
定

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
」
を
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
」
を
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
」

に
改
め
、
「
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
を
削
る
。

「指
定
居
宅
サ

ビ
ス
事
業
所

ー

「指
定
居

指
定
介
護
予
防
サ

ビ
ス
事
業
所

ー

別
記
様
式
第
一
号
中

指
定

（許
可

）申
請
書

を

指
定
介

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

介
護
保

介
護
保
険
施
設

」

宅
サ

ービ
ス
事
業
所

護
予
防
サ

ービ
ス
事
業
所
指
定

（許
可

）申
請
書

に
、

険
施
設

」

「

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

付
表
１
３

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

付
表
１
４

を

介
護
保

険
施
設

介
護
老
人
保
健
施
設

付
表
１
５

」

「

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

付
表
１
４

介
護
保

介
護
老
人
保
健
施
設

付
表
１
５

に
、

険
施
設

介
護

医
療

院
付
表
１
６

」

「

介
護
予
防
訪
問
介
護

付
表
１

を

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

付
表
２

」

「

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

付
表
２

に
、

」

「

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

付
表
５

を
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介
護
予
防
通
所
介
護

付
表
６

」

「
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

付
表
５

に
改
め
、
「

」

○
」を

記
入
し
て
く
だ
さ
い

」
の
次
に
「

た
だ
し

訪
問
介
護

通
所
介
護
又
は
短
期
入
所
生
活

。
、

、

介
護

（介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

）事
業
に
係
る
共
生
型
サ

ービ
ス
の
指
定
を
申
請
す
る
場
合

は

「実
施
事
業

」欄
に

「○
共

」と
記
入
し
て
く
だ
さ
い

」
を
加
え
、
「訪

問
介
護
事
業

（介
護

、

「訪
問
介
護
事
業

予
防
訪
問
介
護
事
業

）
」
を
「訪

問
介
護
事
業

」
に
改
め
、
同
様
式
付
表
１
中

介
護
予
防
訪
問
介

の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

を
「訪

問
介
護
事
業
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

」
に
改
め
、
同

護
事
業

」

様
式
付
表
４
中
「

介
護
老
人
保
健
施
設

」
の
次
に
「

介
護
医
療
院

」
を
加
え
、

、
、

「

病
院

診
療

所
介
護
老
人
保
健
施
設

」

を「

病
院

診
療

所
介
護
老
人
保
健
施
設

介
護
医
療
院

」

「通
所
介
護
事
業

に
改
め
、
同
様
式
付
表
６
中

の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

を
「通

所
介

介
護
予
防
通
所
介
護
事
業

」

護
事
業
の
指
定
に
係
る
記
載
事
項

」
に
、

「

平
日

土
曜

日
日
曜
日
・
祝
日

営
業
時
間

を

～

～

～

」

「

平
日

土
曜

日
日
曜
日
・
祝
日

営
業
時
間

～

～

～

に
改
め
、

サ
ビ
ス

～

～

～

ー
提
供
時
間

（

時
間

分

）

（

時
間

分

）

（

時
間

分

）

」

「
（１
割
負
担
分

）
」
を
削
り
、
同
様
式
付
表
７－

１
中

「

平
日

土
曜

日
日
曜
日
・
祝
日

営
業
時
間

を

」

「

平
日

土
曜

日
日
曜
日
・
祝
日

営
業
時
間

～

～

～

に
改
め
、

サ
ビ
ス

～

～

～

ー
提
供
時
間

（

時
間

分

）

（

時
間

分

）

（

時
間

分

）

」

「
（１

割
負
担
分

）
」
を
削
り
、
同
様
式
付
表
７－

２
中
「介

護
老
人
保
健
施
設

」
の
次
に
「・

介

護
医
療
院

」
を
加
え
、
「老

人
保
健
施
設
入
所
者
数

」
を
「施

設
入
所
者
数

」
に
、

「

平
日

土
曜

日
日
曜
日
・
祝
日

営
業
時
間

を
」

「

平
日

土
曜

日
日
曜
日
・
祝
日

営
業
時
間

～

～

～

に
改
め
、

サ
ビ
ス

～

～

～

ー
提
供
時
間

（

時
間

分

）

（

時
間

分

）

（

時
間

分

）

」

「
（１

割
負
担
分

）
」
を
削
り
、
同
様
式
付
表
９
中
「指

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

」
を
「介

護
医

療
院

」
に
改
め
、
同
様
式
付
表

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

13

付
表
１
３

削
除

別
記
様
式
第
一
号
付
表

（
そ
の
１
）
中
「他

の
介
護
老
人
保
健
施
設

」
の
次
に
「

介
護
医
療

15

、

院

」
を
加
え
、
同
様
式
付
表

（
そ
の
４
）
中

15

「

名
称

介
護
老
人
保
健
施
設

を

定
員

人

」

「
名
称

介
護
老
人
保
健
施
設

定
員

人

に
改
め
、
同
様
式
に
次
の
付
表
を
加
え
る
。

名
称

介
護
医
療
院

定
員

人

」
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付表１６

介護医療院の開設許可に係る記載事項

（その１）

受付番号

フリガナ

施 名 称

（〒 － ）
所 在 地

設

電話番号 ＦＡＸ番号

フリガナ （〒 － ）
管 住
理 氏 名
者 所

生年月日 年 月 日

全病床数 床 備考

療養病床の病床数 床

介護医療院として申請する病床数 床

療養病床入院患者数 人

転換又は創設の別（いずれかに○） 転 換 創 設 転換・創設混合

敷 地 の 面 積 ㎡ 用途地域の別

建築面積 延べ面積
造 階建

新築部分

建物の構造概要 建築面積 ㎡ 増改築部分

延べ面積 ㎡ 既存部分
施

合 計

耐火構造・準耐火
構造の別

設
療養室 室名又は部屋番号 定員 床面積 １人当たり面積 場所 設備

○介護医療院分 人 有効 有効 階
○ユニット型介護医療院分 ㎡ ㎡

の

診 察 室 床 面 積 ㎡

主な器機・器具・設備
状

処 置 室 床 面 積 ㎡

主な器機・器具・設備
況 機 能 訓 練 室 床 面 積 ㎡ １人当たり床面積 ㎡

主な器機・器具・設備

談 話 室 床 面 積 ㎡ １人当たり床面積 ㎡

主 な 設 備

食 堂 床 面 積 ㎡ １人当たり床面積 ㎡

主 な 設 備
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（その２）

浴 室 種 類 一 般 浴 室 特 別 浴 室

床 面 積 ㎡ ㎡

主 な 設 備
（構造上の配慮等）

床 面 積 ㎡レクリエーション
ル ー ム 主 な 設 備

調理室 面 積 ㎡ 場 所
・委託

施
・直営 食 器 消 毒 設 備 の 状 況

食器・食品の保管設備の状況

保 温 食 器 ・ 保 温 設 備 の 状 況 保 温 食 器 保 温 設 備

設

そ の 他 の 施 設 施 設 名 箇所数 場 所 延べ床面積

サービスステーション 箇所 階 ㎡

洗面所

便所

の 汚物処理室

洗濯室又は洗濯場

ボランティアルーム

家族介護教室

状

共 用 施 設 施 設 名 床 面 積 共 用 す る 施 設 名

㎡

㎡
況

㎡

廊 下 の 幅 場 所 設 備 片 廊 下 中 廊 下

階 ｍ ｍ

○介護医療院分

○ユニット型介護医療
院分

階 数 バルコニーの有無 階 段 の 数療 養 室 の あ る
最 上 階 階 有 ・ 無
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（その３）

直通階段 エレベーター 避難階段

うち直通階段を
幅 蹴上げ 踏 面 踊場の幅 設 備 基 数 定 員 数

代替するものの数

㎝ ㎝ ㎝ ㎝ 基 人
施

消 防 用 設 備 そ の 他
非 常 災 害 設 備

設
そ の 他 の 設 備 の 概 要

協力病院の概要 名 称
の

所 在 地

診 療 科 名

状 病 床 数

従 業 員 数 医 師

看護職員
況

そ の 他

施設からの距離 徒歩 分km
車 分

契 約 の 内 容

従 業 員 数 職 名 定 員 常勤換算 専 従 兼 務 非 常 勤
（人）

医 師

薬 剤 師
人

看 護 師

准 看 護 師
員

介 護 職 員

支 援 相 談 員
配

理 学 療 法 士

作 業 療 法 士置

言 語 聴 覚 士

管 理 栄 養 士
の

（ 栄 養 士 ）

介護支援専門員

状
調 理 員

事 務 員

況
そ の 他

入 所 定 員 人

通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 定 員 人
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平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１１号）

（その４）

病 院 名 称

ベ ッ ド 数

診 療 所 名 称

ベ ッ ド 数
併

社 会 福 祉 施 設 名 称

定 員 人

介護保険におけるサービス提供の有無及び概要

設
事業開始（予定）

事 業 の 種 類 実 施 事 業
年 月 日

居 宅 サ ー ビ ス

施

介護予防サービス

設

地域密着型サービス

の
地 域 密 着 型
介護予防サービス

居 宅 介 護 支 援 事 業
状

介 護 予 防 支 援 事 業

介 護 保 険 施 設 指定介護老人福祉施設 名 称

定 員 人

況
介 護 老 人 保 健 施 設 名 称

定 員 人

指定介護療養型医療施設 名 称

定 員 人
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「指
定
居
宅
サ

ービ
ス
事
業
所

指
定
介
護
予
防
サ

ービ
ス
事
業
所

別
記
様
式
第
一
号
の
二
中

指
定

（許
可

）更
新
申
請
書

を

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

介
護
保
険
施
設

」

「指
定
居
宅
サ

ービ
ス
事
業
所

指
定
介
護
予
防
サ

ービ
ス
事
業
所
指
定

（許
可

）更
新
申
請
書

に
、
「指

定
居
宅
介
護
支
援
事

介
護
保
険
施
設

」

業
所

・介
護
保
険
施
設

」
を
「介

護
保
険
施
設

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「介

護
療
養
型
医
療
施
設

」
を
「介

護
医
療
院

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に

次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１１号）
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平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１１号）

別記様式第２号の２（規格Ａ４）（第３条の２関係）

特例による指定を不要とする旨の申出書

年 月 日

群馬県知事 あて

所 在 地

事 業 者（住所）

名 称

（氏名） 印

次のとおり特例による指定を不要とする旨を申し出ます。

申出を行う事業所 指定事業所番号

名

称

所

在

地

既

指 １ 居宅介護 ５ 児童発達支援

定

サ ２ 重度訪問介護 ６ 放課後等デイサービス

ー

ビ ３ 生活介護（機能訓練） ７ 短期入所

ス

種 ４ 生活介護（生活訓練）

別

氏

管 名

理

者 住

所

申出に係る居宅（介護予防）サービスの種類

１ 訪問介護 ３ 短期入所生活介護

２ 通所介護 ４ 介護予防短期入所生活介護

注 既指定サービス種別及び申出に係る居宅（介護予防）サービスの種類については、該当する番号に○を付し

てください。
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「介
護
老
人
保
健
施
設

別
記
様
式
第
六
号
中
「介

護
老
人
保
健
施
設
開
設
事
項
変
更
申
請
書

」
を

介
護
医
療
院

「介
護
老
人
保
健
施
設

開
設
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書

に
、
「介

護
老
人
保
健
施
設
の

」
を

」

介
護
医
療
院

の
に
改
め
る
。

」

「介
護
老
人
保
健
施
設

別
記
様
式
第
七
号
中
「介

護
老
人
保
健
施
設
管
理
者
承
認
申
請
書

」
を

管
介
護
医
療
院

「介
護
老
人
保
健
施
設

理
者
承
認
申
請
書

に
、
「介

護
老
人
保
健
施
設
の

」
を

の

に
改
め
る
。

」
介
護
医
療
院

」

「介
護
老
人
保
健
施
設

別
記
様
式
第
八
号
中
「介

護
老
人
保
健
施
設
広
告
事
項
許
可
申
請
書

」
を

介
護
医
療
院

広
告
事
項
許
可
申
請
書

に
改
め
る
。

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
九
年
法
律
第
五
十
二
号
）
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
許
可
の
申
請
に
つ
い
て

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お

い
て
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
規

則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と

き
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

群
馬
県
立
日
本
絹
の
里
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
三
十
六
号

群
馬
県
立
日
本
絹
の
里
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

群
馬
県
立
日
本
絹
の
里
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
群
馬
県
規
則
第

五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
一
年
に
つ
き
二
十
一
万
千
円
以
上
六
十
三
万
三
千
円
以
下
」
を
「
当
該
物
品

販
売
所
に
お
け
る
売
上
状
況
等
を
考
慮
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
額
」
に
改
め
、
後
段
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
産
業
技
術
専
門
校
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
三
十
七
号

群
馬
県
立
産
業
技
術
専
門
校
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

群
馬
県
立
産
業
技
術
専
門
校
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
群
馬

県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
六
生
産
技
術
科
の
項
中
「
三
〇
〇
」
を
「
三
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
テ
ク
ニ
カ
ル
金
属
科

の
項
中
「
二
九
〇
」
を
「
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
メ
タ
ル
技
術
科
の
項
中
「
二
九
〇
」
を
「
三
〇

〇
」
に
改
め
、
同
表
機
械
技
術
科
の
項
中
「
八
三
〇
」
を
「
八
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
機
械
シ
ス
テ

「
③

精
密
加
工
法

ム
科
の
項
中
「
③

機
械
保
全
法
」
を

に
、
「
⑤

機
械
保
全
実
習
」
を

④

機
械
保
全
法
」

「
⑤

精
密
加
工
実
習

「

「

に
、

１

学
科

一
二
〇

を

１

学

⑥

機
械
保
全
実
習
」

」

科

一
七
〇

に
改
め
、
同
表
自
動
車
整
備
科
（
太
田
産
業
技
術
専
門
校
）
の
項

」

「
②

機
械
操
作
基
本
実
習

「
②

工
作
基
本
実
習

中

③

工
作
基
本
実
習

を

に
、
「
電
気
工
事
用
機
械
類
」
を

③

安
全
衛
生
作
業
法
」

④

安
全
衛
生
作
業
法

」

「
自
動
車
整
備
用
機
械
類
」
に
改
め
、
同
表
溶
接
ク
ラ
フ
ト
科
の
項
中
「
二
九
〇
」
を
「
三
〇
〇
」

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
群
馬
県
立
産
業
技
術
専
門
校
に
在
校
す
る
者
に
係
る

普
通
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
別
表
第
六
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
三
十
八
号

平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１１号）
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平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１１号）

群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
い

う
。
）
」
の
下
に
「
（
個
人
利
用
す
る
場
合
の
水
泳
場
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
競
技
場
の
う
ち
陸
上
競
技
場
及
び
補
助
陸
上
競
技
場
の
個
人
利

用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
陸
上
競
技
場
・
補
助
陸
上
競
技
場
利
用
申
請
簿
（
別
記
様
式

第
三
号
の
三
）
に
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
個
人
利
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
利
用
申
請
書
（
別
記
様
式
第
三
号
の
四
）
に
所
定
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る

も
の
と
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
又
は
補
助
陸
上
競
技
場
」
を
「
若
し
く
は
補
助
陸
上
競
技
場
又
は
テ
ニ
ス
コ

ー
ト
」
に
、
「
競
技
場
利
用
申
請
簿
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
陸
上
競
技
場
・
補
助
陸
上
競
技
場
利
用
申
請

簿
又
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
利
用
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
四
第
一
号
及
び
第
十
一
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
療
育
手
帳
」
を
「
、
療
育
手
帳
若
し

く
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
号
の
表
敷
島
公
園
の
項
中

「

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場

水
泳
場

午
前
十
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
（
七
月

を

か
ら
八
月
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
（
九
月

か
ら
翌
六
月
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

」

「

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

午
前
九
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で

水
泳
場

午
前
十
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
（
七
月

か
ら
八
月
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

に
改

午
後
一
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
（
九
月

か
ら
翌
六
月
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

」

め
る
。

別
記
様
式
第
三
号
別
紙
中

「

式
固
定
式

式
陸
上
競
技
用
器
具

拡
声
装
置

点
可
搬
式

式

を

野
球
カ
ウ
ン
ト
操
作
器

式
湯
沸
室

室

」

「

式
拡
声
装
置

式
陸
上
競
技
用
器
具

に
改

点
湯
沸
室

室

」

め
る
。

別
記
様
式
第
三
号
の
三
中
「競

技
場
利
用
申
請
簿

（陸
上
競
技
場
・
補
助
陸
上
競
技
場
個
人
利

用

）
」
を
「陸

上
競
技
場
・
補
助
陸
上
競
技
場
利
用
申
請
簿

（個
人
利
用

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の

次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
様
式
第
３
号
の
４

（規
格
Ａ
４

）
（第

４
条
関
係

）

テ
ニ
ス
コ

ト
利
用
申
請
書

（個
人
利
用

）

ー

年
月

日

住
所

氏
名

緊
急
連
絡
先

競
技
者
の
区
分

一
般

・
高
校
生

・
中
学
生
以
下

・
６
５
歳
以
上

・
障
害
者

（該
当
す
る
箇
所
に
○
印
を
し
て
く
だ
さ
い

）

。

入
場
予
定
人
数

総
競
技
者
数

人
う
ち
県
内
者
数

人
う
ち
県
外
者
数

人
人

拡
声
装
置
の
利
用

式

（総
競
技
者
数
に
観
客
等
の
数
を
加
え
た
数

）

利
用
す
る
コ

ト

（利
用
す
る
箇
所
に
○
印
を
し
て
く
だ
さ
い

）

利
用
面
数

利
用
時
間

利
用
時
間
の
合
計

※
料
金

ー
。

１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

面
時
か
ら

時
ま
で

時
間

１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

面
時
か
ら

時
ま
で

時
間

１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

面
時
か
ら

時
ま
で

時
間

１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

面
時
か
ら

時
ま
で

時
間

※
合
計

面
時
間

注
※
印
の
欄
は

記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い

、
。

平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１１号）
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ

れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
地
方
公
共
団
体

の
長
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
三
十
九
号

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
地
方
公
共

団
体
の
長
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
地
方
公
共
団
体

の
長
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
中
「
、
院
長
代
行
」
及
び
「
、
院
長
補
佐
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

企
業
管
理
規
程

■群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
企
業
管
理
者

関

勤

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号

群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
土
地
造
成
勘
定
」
を
「
団
地
造
成
勘
定
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
の
表
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
基
づ
く
継
続
検
査
（
車
検
）
の
手
数

料
（
代
行
手
数
料
そ
の
他
検
査
に
伴
う
手
数
料
を
含
む
。
）
の
項
中
「
基
づ
く
」
の
下
に
「
定
期
点

検
及
び
」
を
加
え
、
同
表
中

「

浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三

を

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
手
数
料

」

「

浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
手
数
料

に
改
め
る
。

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
臨
時
適
性
検
査

の
手
数
料

」

第
八
十
八
条
の
二
た
だ
し
書
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を

「
四
半
期
分
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
四
号
に
掲
げ
る
経
費
で
常
時
必
要
と
す
る
も
の
の
う
ち

管
理
者
が
特
に
必
要
と
認
め
た
経
費
は
一
月
分
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
）

四
半
期
分
の

予
定
額
」
を
「
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
社
会
参
加
費

四
半
期
分
の
予
定
額
」
を
「
社
会

参
加
費
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
災
害
等
緊
急
経
費

一
月
分
の
金
額
」
を
「
災
害
等
緊
急
経

費
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
経
費

一
月
分
の
金
額
」
を
「
経
費
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を

削
る
。

第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
五
日
」
を
「
十
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
金
前
渡
職
員
は
、
前
条
に
規
定
す
る
経
費
で
常
時
必
要
と
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
お
い
て

支
出
命
令
者
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い

て
、
別
に
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

前
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

当
該
年
度
終
了
後
十
日
以
内

二

前
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
四
半
期
終
了
後
十
日
以
内

三

前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
が
特
に
必
要
と
認
め
た
も
の

当
該
月
終
了
後
十
日

以
内

第
九
十
一
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

保
険
料

第
六
章
第
三
節
の
節
名
、
第
百
八
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
百
八
十
五
条
第
二
項
及
び

第
百
八
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
土
地
造
成
勘
定
」
を
「
団
地
造
成
勘
定
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
三
条
第
三
項
第
一
号
中
「
水
力
発
電
、
汽
力
発
電
」
を
「
水
力
・
汽
力
発
電
」
に
改
め

る
。別

表
第
四
の
１
の
表
中

「

地
区
別

ニ
ュ
タ
ー

ウ
ン
事
業

分
譲
土
地

地
区
又
は
区

を

画
別

割
賦
分
譲

平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１１号）
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元
金

地
区
別

」

「

地
区
別

に
、

」

「

「

土
地
造
成

団
地
造
成

を

に
、
「土

地
造
成
の

」
を
「団

地
造
成
の

」
に
、
「土

地
造
成

勘
定

勘
定

」

」

工
事
の
み

」
を
「団

地
造
成
工
事
の
み

」
に
、
「土

地
造
成
勘
定

」の

「総
係
費

」の
目
に
準
じ

て

」
を
「団

地
造
成
勘
定

」の

「総
係
費

」の
目
に
準
じ
て

」
に
、

「

地
区
別

ニ
ュ
タ
ー

ウ
ン
建
設

勘
定

地
区
別

用
地
費

補
償
費

金
銭
補
償
費

設
備
補
償
費

調
査
委
託
費

整
地
費

河
川
施
設
費

調
節
池

水
路

大
学
調
節
池

そ
の
他
施
設

工
事
費
負
担

金

鉄
道

電
線
類
施
設

そ
の
他

道
路
施
設
費

そ
の
他
施
設

水
路
供
給
処

理
施
設
費

そ
の
他
施
設

を

水
道

無
形
固
定
資

産

電
話
加
入
権

団
地
環
境
整

備
費

総
係
費

目
以
下
は

「土
地
造

、
成
勘
定

」の

「総
係

費

」の
目
以
下
に
準
ず

る
ほ
か
下
記
の
目
に

、
よ
る
。

団
地
環
境
整

備
費
助
成
金

仮
設
備

工
事
用
建
物

地
区
別

工
事
用
備
品

地
区
別

仮
設
備
費

工
事
用
建
物

費

地
区
別

工
事
用
備
品

費

地
区
別

建
設
中
利

子受
託
工
事

雑
収
入

」

「

平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１１号）
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平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１１号）
地
区
別

に
改

」

め
、
別
表
第
四
の
３
の
表
中

「
事
業
別

事
務
所
別

営
業
未
収
金

営
業
収
益
の
未
収
金
を

整
理
す
る
。

を

営
業
外
未
収

営
業
外
収
益
の
未
収
金

金
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
未
収

上
記
以
外
の
未
収
金
を

金
整
理
す
る
。

」

「

事
務
所
別

営
業
未
収
金

営
業
収
益
の
未
収
金
を

整
理
す
る
。

営
業
外
未
収

営
業
外
収
益
の
未
収
金

に
、

金
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
未
収

上
記
以
外
の
未
収
金
を

金
整
理
す
る
。

」

「

本
局

「節

」以
下
は
上
記

、

「事
務
所
別

」に
準
じ

を

て
整
理
す
る
。

」

「

本
局

「目

」以
下
は
上
記

、

「事
務
所
別

」に
準
じ

に
、

て
整
理
す
る
。

」

「

事
業
別

事
務
所
別

営
業
前
払
金

営
業
費
用
の
前
払
金
を

整
理
す
る
。

を

営
業
外
前
払

営
業
外
費
用
の
前
払
金

金
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
前
払

上
記
以
外
の
前
払
金
を

金
整
理
す
る
。

」

「

事
務
所
別

営
業
前
払
金

営
業
費
用
の
前
払
金
を

整
理
す
る
。

営
業
外
前
払

営
業
外
費
用
の
前
払
金

に
、

金
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
前
払

上
記
以
外
の
前
払
金
を

金
整
理
す
る
。

」

「

事
業
別

事
務
所
別

営
業
前
払
費

営
業
費
用
の
前
払
費
用

用
を
整
理
す
る
。

を

営
業
外
前
払

営
業
外
費
用
の
前
払
費

費
用

用
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
前
払

上
記
以
外
の
前
払
費
用

費
用

を
整
理
す
る
。

」

「

事
務
所
別

営
業
前
払
費

営
業
費
用
の
前
払
費
用

用
を
整
理
す
る
。

営
業
外
前
払

営
業
外
費
用
の
前
払
費

に
改

費
用

用
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
前
払

上
記
以
外
の
前
払
費
用

費
用

を
整
理
す
る
。

」

め
、
別
表
第
四
の
４
の
表
中

「

特
別
修
繕

数
事
業
年
度
ご
と
に
定

引
当
金

期
的
に
行
わ
れ
る
特
別

の
大
修
繕
に
備
え
て
計

上
す
る
引
当
金
を
整
理

す
る
。

を

事
業
整
理

事
業
の
整
理
が
行
わ
れ

損
失
引
当

る
場
合
に
備
え
て
計
上

金
す
る
引
当
金
を
整
理
す

る
。

」

「

事
業
整
理

事
業
の
整
理
が
行
わ
れ

損
失
引
当

る
場
合
に
備
え
て
計
上

に
改

金
す
る
引
当
金
を
整
理
す
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る
。

」

め
、
別
表
第
四
の
５
の
表
中

「
事
業
別

事
務
所
別

事
業
資
産
未

事
業
資
産
の
未
払
金
を

払
金

整
理
す
る
。

固
定
資
産
未

固
定
資
産
の
未
払
金
を

払
金

整
理
す
る
。

を

営
業
未
払
金

営
業
費
用
の
未
払
金
を

整
理
す
る
。

営
業
外
未
払

営
業
外
費
用
の
未
払
金

金
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
未
払

上
記
以
外
の
未
払
金
を

金
整
理
す
る
。

」

「

事
務
所
別

事
業
資
産
未

事
業
資
産
の
未
払
金
を

払
金

整
理
す
る
。

固
定
資
産
未

固
定
資
産
の
未
払
金
を

払
金

整
理
す
る
。

に
、

営
業
未
払
金

営
業
費
用
の
未
払
金
を

整
理
す
る
。

営
業
外
未
払

営
業
外
費
用
の
未
払
金

金
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
未
払

上
記
以
外
の
未
払
金
を

金
整
理
す
る
。

」

「

本
局

「節

」以
下
は
上
記

、

「事
務
所
別

」に
準
じ

を

て
整
理
す
る
。

」

「

本
局

「目

」以
下
は
上
記

、

「事
務
所
別

」に
準
じ

に
、

て
整
理
す
る
。

」

「

事
業
別

事
務
所
別

事
業
資
産
未

事
業
資
産
の
未
払
費
用

払
費
用

を
整
理
す
る
。

営
業
未
払
費

営
業
費
用
の
未
払
費
用

を

用
を
整
理
す
る
。

営
業
外
未
払

営
業
外
費
用
の
未
払
費

費
用

用
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
未
払

上
記
以
外
の
未
払
費
用

費
用

を
整
理
す
る
。

」

「

事
務
所
別

事
業
資
産
未

事
業
資
産
の
未
払
費
用

払
費
用

を
整
理
す
る
。

営
業
未
払
費

営
業
費
用
の
未
払
費
用

に
、

用
を
整
理
す
る
。

営
業
外
未
払

営
業
外
費
用
の
未
払
費

費
用

用
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
未
払

上
記
以
外
の
未
払
費
用

費
用

を
整
理
す
る
。

」

「

事
業
別

事
務
所
別

法
定
預
り
金

法
定
外
預
り

を

金契
約
保
証
金

入
札
保
証
金

」

「
事
務
所
別

法
定
預
り
金

法
定
外
預
り

に
、

金契
約
保
証
金

入
札
保
証
金

」
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「

事
業
別

事
務
所
別

営
業
前
受
金

営
業
収
益
の
前
受
金
を

整
理
す
る
。

を

営
業
外
前
受

営
業
外
収
益
の
前
受
金

金
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
前
受

上
記
以
外
の
前
受
金
を

金
整
理
す
る
。

」

「

事
務
所
別

営
業
前
受
金

営
業
収
益
の
前
受
金
を

整
理
す
る
。

営
業
外
前
受

営
業
外
収
益
の
前
受
金

に
改

金
を
整
理
す
る
。

そ
の
他
前
受

上
記
以
外
の
前
受
金
を

金
整
理
す
る
。

」

め
、
別
表
第
四
の
６
の
表
及
び
８
の
表
中

「

事
業
別

を
」

「

に
改

」

め
、
別
表
第
四
の
９
の
表
中

「

工
業
団
地
分

地
区
別
に
整
理
す
る
。

譲
収
益

住
宅
団
地
分

同
上

譲
収
益

を

流
通
団
地
分

同
上

譲
収
益

研
究
団
地
分

同
上

譲
収
益

」

「

産
業
団
地
分

地
区
別
に
整
理
す
る
。

譲
収
益

に
、

住
宅
団
地
分

同
上

譲
収
益

」

「土
地
造
成
勘
定

」
を
「団

地
造
成
勘
定

」
に
、

「

そ
の
他
特
別

利
益

ニ
ュ
タ
ー

ウ
ン
事
業

収
益

営
業
収
益

主
た
る
営
業
活
動
か
ら

生
ず
る
収
益
を
整
理
す

る
。

土
地
売
却
収

益

大
学
用
地
売

却
収
益

東
洋
大

学

鉄
道
用
地
売

却
収
益

東
武
鉄

道

特
定
業
務
施

設
用
地
売
却

収
益

駐
車
場

事
業
所

変
電
所

ガ
ス
供

給
基
地

商
業
施
設
用

地
売
却
収
益

地
区
別

住
宅
用
地
売

却
収
益

地
区
又

は
区
画

別

鉄
塔
用
地
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平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１１号）
地
区
別

産
業
系
用
地

売
却
収
益

地
区
別

そ
の
他
用
地

売
却
収
益

地
区
別

営
業
雑
収
益

手
数
料

使
用
料

賃
貸
料

そ
の
他

営
業
外
収

主
た
る
営
業
活
動
以
外

益
か
ら
生
ず
る
収
益
を
整

を

理
す
る
。

受
取
利
息
及

び
配
当
金

預
金
利
息

貸
付
金
利
息

割
賦
利
息

有
価
証
券
利

息雑
利
息

長
期
前
受
金

規
則
第
２
１
条
第
２
項

戻
入

又
は
第
３
項
の
規
定
に

よ
り
償
却
し
た
長
期
前

受
金
の
額
を
整
理
す

る
。

国
庫
補
助
金

長
期
前
受
金

戻
入

受
贈
財
産
評

価
額
長
期
前

受
金
戻
入

工
事
費
負
担

金
長
期
前
受

金
戻
入

寄
附
金
長
期

前
受
金
戻
入

そ
の
他
資
本

剰
余
金
長
期

前
受
金
戻
入

販
売
用
土
地

前
期
末
に
お
け
る
評
価

評
価
損
戻
入

損
に
つ
い
て
洗
替
法

、
に
よ
る
戻
入
れ
益
を
整

理
す
る
。

ニ
ュ
タ
ウ

ー
ン
事
業

地
区
別

ニ
ュ
タ
ウ

ー
ン
建
設
勘
定

地
区
別

雑
収
益

不
用
品
売
却

益そ
の
他
雑
収

益

特
別
利
益
固
定
資
産
売

却
益

過
年
度
損
益

修
正
益

そ
の
他
特
別

利
益

」

「

そ
の
他
特
別

に
改

利
益

」

「

「

土
地
造
成

団
地
造
成

め
、
別
表
第
四
の

の
表
中

を

に
、

10
事
業
費
用

事
業
費
用

」

」
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平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１１号）

「

工
業
団
地
造

成
原
価

地
区
別

住
宅
団
地
造

成
原
価

地
区
別

を

流
通
団
地
造

成
原
価

地
区
別

研
究
団
地
造

成
原
価

」

「

産
業
団
地
造

成
原
価

地
区
別

に
、

住
宅
団
地
造

成
原
価

」

「

そ
の
他
特
別

損
失

ニ
ュ
タ
ー

ウ
ン
事
業

費
用

営
業
費
用

主
た
る
営
業
活
動
か
ら

生
ず
る
費
用
を
整
理
す

る
。

土
地
売
却
費

用

大
学
用
地
売

却
費
用

東
洋
大

学

鉄
道
用
地
売

却
費
用

東
武
鉄

道

特
定
業
務
施

設
用
地
売
却

費
用

事
業
所

変
電
所

ガ
ス
供

給
基
地

商
業
施
設
用

地
売
却
費
用

地
区
別

住
宅
用
地
売

却
費
用

地
区
又

を

は
区
画

別

鉄
塔
用
地
売

却
費
用

地
区
別

産
業
系
用
地

売
却
費
用

地
区
別

そ
の
他
用
地

売
却
費
用

地
区
別

団
地
資
産
管

節
以
下
は

「土
地
造

、
理
費

成
事
業
費
用

」の

「営
業
費
用

」の

「団
地
資

産
管
理
費

」の
節
以
下

に
準
ず
る
。

営
業
外
費

主
た
る
営
業
活
動
以
外

用
か
ら
生
ず
る
費
用
を
整

理
す
る

「土
地
造
成

。
事
業
費
用

」の

「営
業

外
費
用

」の
目
以
下
に

準
ず
る
。
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平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１１号）
特
別
損
失

同
上

」

「
そ
の
他
特
別

に
改

損
失

」

め
る
。

別
記
様
式
第
五
十
八
号
の
九
中
「
（規

格
２

７
セ
ン
チ
メ

ト
ル

×

４
３
セ
ン
チ
メ

ト
．

ー
．

ー

ル

）
」
を
削
り
、
注
を
削
る
。

別
記
様
式
第
五
十
八
号
の
十
中
「
（規

格
２

７
セ
ン
チ
メ

ト
ル

×

４
３
セ
ン
チ
メ

ト
．

ー
．

ー

ル

）
」
を
削
り
、
注
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

病
院
管
理
規
程

■群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
二
号

群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
総
務
係
」
の
下
に
「
、
職
員
係
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
及
び
診
療
情
報
管
理
室
」
を
「
、
診
療
情
報
管
理
室
及
び
感
染
対
策
室
」
に

改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
及
び
診
療
情
報
管
理
室
」
を
「
、
診
療
情
報
管
理
室
及
び
感
染
対
策
室
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

感
染
対
策
室

イ

感
染
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

感
染
対
策
に
係
る
職
員
へ
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
第
五
項
中
「
院
長
代
行
、
」
及
び
「
、
院
長
補
佐
」
を
削
り
、
「
心
臓
血
管
外
科
第
三
部

長
」
の
下
に
「
、
心
臓
血
管
外
科
第
四
部
長
」
を
加
え
、
「
人
間
ド
ッ
ク
推
進
担
当
部
長
及
び
健
康

指
導
局
付
部
長
」
を
「
健
康
指
導
部
長
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
表
院
長
代
行
の
項
及
び
院
長
補
佐
の
項
を
削
り
、
同
表
中
「
人
間
ド
ッ
ク
推
進
担
当
部

長

健
康
指
導
局
付
部
長
」
を
「
健
康
指
導
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
局
職
務
権
限
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
三
号

群
馬
県
病
院
局
職
務
権
限
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
職
務
権
限
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
（
組
織
規
程
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
院
長
代
行
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を

削
る
。

第
十
七
条
第
二
号
中
「
、
院
長
補
佐
。
副
院
長
及
び
院
長
補
佐
が
共
に
不
在
の
と
き
は
」
を
削
り
、

同
条
第
三
号
中
「
診
療
情
報
管
理
室
」
の
下
に
「
又
は
感
染
対
策
室
」
を
加
え
、
「
、
院
長
補
佐
。

副
院
長
及
び
院
長
補
佐
が
共
に
不
在
の
と
き
は
」
を
削
り
、
「
事
務
局
長
」
を
「
診
療
情
報
管
理
室

に
あ
っ
て
は
事
務
局
長
、
感
染
対
策
室
に
あ
っ
て
は
医
療
局
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
四
号

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
管
理
者
」
を
「
病
院
事
業
の
管
理
者
の
権
限
を
行
う
知
事
（
以
下
「
管
理

者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
及
び
附
則
第
九
項
第
三
号
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
並
び
に
附
則

第
九
項
及
び
第
十
三
項
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
。
附
則
第
九
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
」

を
削
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
及
び
附
則
第
九
項
第
四
号
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
附

則
第
九
項
第
四
号
」
を
削
り
、
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
九
十
」
に
、
「
百
分
の
百
十
五
」

を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
四
十
五
」
を
「
百
分
の
四
十
二
・
五
」
に
、

「
百
分
の
五
十
五
」
を
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
を
削
る
。

別
表
第
二
医
療
職
給
料
表

の
部
三
級
の
項
中
「
院
長
補
佐
又
は
」
を
削
り
、
同
部
四
級
の
項
中

「
又
は
院
長
代
行
」
を
削
る
。
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平成３０年３月３０日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第１１号）

別
表
第
五
専
門
機
関
の
項
中
「
及
び
院
長
代
行
」
及
び
「
院
長
補
佐
及
び
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
旅
費
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
五
号

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
旅
費
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
旅
費
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
７
級
の
項
中
「
、
院
長
補
佐
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
局
宿
日
直
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
六
号

群
馬
県
病
院
局
宿
日
直
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
宿
日
直
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
一
号
中
「
、
院
長
代
行
」
及
び
「
、
院
長
補
佐
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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